
 
恵那市公共桝取出工事 

 
１．基本方針 

従来の個別設置要望を取りまとめた工事発注方法では測量、設計、積算、

契約、完了まで相当の期間を要するため利用者に迷惑をかけるとともに早期

の水洗化をはかるため、あらかじめ想定される工事を発注し必要な都度指示

を行い、設置要望へ迅速に対処する為「恵那市公共桝取出工事」を行う。 

 
 
恵那市公共桝取出工事実施要項 

 
１．目的 

この要領は、恵那市が管理する公共桝及び取出管布設工事について必要な

事項を定める。 

 
２．工事の範囲 
（１）桝設置 
（２）取出管布設工事 
（３）その他必要な工事（緊急を要する工事） 

 
３．契約の方法 
   あらかじめ入札参加者に指示した工種ごとの実施予定数量と単価の積を

求め、全工種につきこれを合算した総額につき予定価格を設定し、総額（積

算基礎を明らかにさせる）につき最低の入札をした者を落札者とする。 

   
４．工事の設計等 
   設計基準及び仕様書は、特に定めるもの、岐阜県建設工事標準仕様書を適

用するものとする。 

 
５．工事の指示及び報告 
   監督員は、必要な都度指示書により工事内容・理由を明確にし、課長の決

裁を受け請負業者に指示するものとする。 
   請負業者は、指示を受けた場合速やかに工事を行い完了した都度報告を

しなければならない。 
 


